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本稿は，ウェルビーイングの概念をどのように自治体政策に活用することができるか，をリサー

チクエスチョンとし，福井県永平寺町におけるウェルビーイング調査の調査プロセスと結果分析

を通じて，ウェルビーイングの自治体政策への適用可能性と課題を考察するものである．

ウェルビーイングを自治体政策に適用する実践的枠組みの創出に向け，日本の地方自治の法的

根拠である地方自治法に注目し，“住民の福祉”の文言を，現代における住民のウェルビーイング

であると捉え，①ビジョン提示と測定把握，②政策の優先度決定，③政策への視点付加，の3層の

適用枠組みを抽出した．また，層毎に中核的質問を設けて主観的ウェルビーイング測定に関する

調査モデル系を新規設定し，福井県永平寺町にてウェルビーイング調査を実施した．

実践的枠組み抽出・調査モデル系設定・ウェルビーイング調査実施を通じて，永平寺町におけ

る住民のウェルビーイングの状況把握，永平寺町の政策分野及び政策視点の強みと弱みの特定が

可能となり，ウェルビーイングの概念の自治体政策適用への可能性が示唆された．
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はじめに―背景と目的―

人の幸福，健康，福祉などを広範に包含す

る“ウェルビーイング（Well-being）”とい

う概念に近年世界中で注目があつまってい

る．意味としては，Well-beingの英字記載の

とおり，よい（well）状態（being）を指し

示す．この概念が世界的に認知されはじめた

のは，WHOによる健康の定義において，「健

康とは，身体的・精神的・社会的にウェルビー

イングな状態」と表現されたことにあるとさ

れ，ウェルビーイングは「身体的・精神的・

社会的に良好な状態にある人々の幸せ」を示

すものとして，哲学，心理学，経済学を始め

とする様々な分野において現在進行形で研究

が進んでいる．

OECDの主観的ウェルビーイング測定に

関するガイドライン（OECD Guidelines on 

Measuring Subjective Well-being）では，ウェ

ルビーイングの測定に関する概念枠組みと

して，「生活評価：ある人の生活またはその

特定側面に対する自己評価」「感情：ある

人の気持ちまたは情動状態，通常は特定の

一時点を基準にして測る」「エウダイモニア

（eudaimonia）：人生における意義と目的意

識，または良好な精神的機能」の３つを掲げ，

国連の世界幸福度調査（World Happiness 

Report）等，ウェルビーイングの測定が世

界中で盛んに行われている（経済協力開発機

構OECD 2015）．

このようにウェルビーイングへの注目が集

まり，測定を通じた公共政策への適用可能性

が模索されはじめた起源をたどると，第4代

ブータン国王ジグミ・シンゲ・ワンチュクが

1970年代に述べられた「ブータンではGNP

よりもGNH（Gross National Happiness）が

大事だ」という一つの金言に至る．ブータン

ではこれ以降，金銭的・物質的豊かさだけを

偏重して追求するのではなく，伝統的な社会

や文化，環境などにも配慮し，国民一人ひと

りの精神的な豊かさを重視する，というブー

タン独自の開発指針・GNHに基づいた国づ

くりを進めている．また，ウェルビーイング

への関心はブータンに留まることなく，国際

機関であるOECDは，経済学者ジェセフ・E・

スティグリッツを中心とした社会進歩を測定

する委員会を立ち上げ，一人ひとりの生活の

質に注目してウェルビーイングの度合いを

見える化し測定するための指標（Better Life 

Index）や上記の測定ガイドラインを策定し，

経済社会発展アプローチにおけるウェルビー

イングの主流化に力をいれてきた．加えて，

近年では，ニュージーランド，アイスランド，

スコットランドなど多数の国において，ウェ

ルビーイングを国家運営の機軸とする国が現

れてきている．

また，日本においても，生活の豊かさや

幸福度の測定のために，社会指標（作成年: 

1974-84年）の作成にはじまり，国民生活指

標（1986-90年），新国民生活指標（豊かさ指標）

（1992-99年），暮らしの改革指数（2002-05年），

幸福度指標試案（2011年）などが検討され

てきた（町野2013）．2021年6月には，「経済

財政運営と改革の基本方針2021（通称，骨

太の方針2021）」において「政府の各種の基

本計画等について，Well-being に関するKIP

を設定する」 ，また，「成長戦略実行計画案」

において「国民がWell-beingを実感できる社

会の実現」と記載され，経済社会発展アプ

ローチにおけるウェルビーイングの主流化の

42

研究論文



動きが高まっている．さらに，主体としても

国ばかりでなく，より住民と近い地方自治体

が幸福やウェルビーイングの概念を自治体政

策に取り込んでいこうとする動きが各地で見

られ，「幸せリーグ」と呼ばれる，約100の

基礎自治体が参加し住民の幸福実感向上を目

指し連携・交流を行う自治体連合体も存在す

る．

かかる背景の中，本稿では，ウェルビーイ

ングという新しい概念を日本の自治体政策へ

と適用する可能性と課題を，永平寺町との共

同研究にて行うウェルビーイング調査のプロ

セス・結果を通じて抽出し，今後の政策展開

に向けた考察を行うことを目的とする．

Ⅰ .先行研究からの問題意識と本稿の位

置づけ

１．  日本の自治体のウェルビーイングに関す

る調査及び取り組み動向

日本における自治体を対象としたウェル

ビーイング・幸福度調査として知名度が高い

調査に，寺島実郎氏が監修し，一般財団法人

日本総合研究所が編集する『全47都道府県

幸福度ランキング』が挙げられる．本稿の対

象都道府県となる福井県は，当該ランキング

において，2014年度版，2016年度版，2018

年度版，2020年度版と4回連続で第一位と

なっており，福井県政としても幸福を地域ブ

ランドとして捉えた政策展開を行っている．

当該ランキングは，人口増加率，一人あたり

県民所得，選挙投票率（国政選挙），食料自

給率（カロリーベース），財政健全度の5つ

の指標からなる「基本指標」と「健康」「文

化」「仕事」「生活」「教育」の5分野からな

る複数の客観的指標により比較分析されて

いる（2012年度版55指標，2014年度版60指

標，2016年度版65指標，2018年度版70指標，

2020年度版75指標）．寺島ら（2020）は，福

井が連続で幸福度No.1である要因を，「子ど

もが健全に成長できる教育環境が整う」とす

る教育分野と「若者や女性を含めた雇用が非

常に安定している」とする仕事分野によるも

のと分析している．

一方で，都道府県ランキングは一位であっ

ても，主観的な幸福実感を伴わないという指

摘も見られ，福井新聞及び京都大学と日立製

作所の共同研究部門である日立未来課題探索

共同研究部門は「未来の幸せアクションリ

サーチ」という協働プロジェクトを通じて，

県民の声から福井県独自の主観的幸福の指標

を作成し，県民の幸福実感を高めるアクショ

ンの研究をおこなっている．加えて，鈴木ら

（2016）は，上記『全47都道府県幸福度ラン

キング』などの客観的指標を基にした日本の

客観的幸福度は「客観的幸福度は算出の基礎

となる経済社会指標の選定基準に依存するこ

とから，地域住民の主観的幸福度を反映して

いるかどうか疑問がある」と指摘している．

また，『全47都道府県幸福度ランキング』に

おいても，「「日本総研型アプローチ」は対比

可能な客観的な指標を抽出し，地域に生きる

人々の幸福を実現するための基本要素を踏み

固めることに重きを置いたことから始まっ

た．」と調査の姿勢を明確にしつつも，幸福

の主観的な要因の把握は今後の課題であると

し，加えて，最新の2020年度版では「自ら

の行動による幸福実感」をメッセージに掲げ

ており，客観的指標だけでは捉えることので
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きない，ウェルビーイング・幸福における主

観的要因や実感性の重要性に言及している．

幸せ経済社会研究所（2012）では，47都

道府県，52政令指定都市・県庁所在地，取

り組みが報道されている2区市，合計101の

自治体に対し，アンケート調査やWEB調査

を実施し，幸福度や豊かさを指標化する試み

として11種類があると報告している．森田

（2014）は，当該11指標を対象とした研究に

おいて，「新潟市のようにすべて客観指標で

構成される指標もあるものの，基本的に客観

指標で構成されていた初期の社会指標と比較

すると，全般的に主観指標が重視される傾向

があるといえる．幸福度指標は，初期の社会

指標のように客観指標から住民の主観的な幸

福を推定しようとするのではなく，住民の主

観的な感情そのものを重視するものといえよ

う．」と指摘．幸福実感都市あらかわの実現

に向け主観指標を重視する荒川区民総幸福度

（Gross Arakawa Happiness：GAH）を代表

事例の一つとして紹介している．また，広井

ら（2020）は，県民の実感からなる主観的幸

福感を分析し政策展開への反映を試みている

先駆的な自治体として岩手県の取り組みを紹

介しており，住民の主観的幸福を自治体政策

に適用していくことへのニーズ及び動向が伺

える．

２．主観的ウェルビーイングの国際的な文化差

人類はウェルビーイングや幸せについての

議論を紀元前4世紀のアリストテレスの時代

から続けてきており，多様なウェルビーイン

グ・幸せの定義や捉え方が生まれてきた．心

理学においては，人生の満足度や生活満足度

を個々人の自己評価で測定することにより

ウェルビーイングや幸せを解明していこうと

する研究が多くなされてきた．このような，

個々人の価値観を尊重し主観的な視点を重視

してウェルビーイングや幸せにアプローチす

る研究を，ウェルビーイング研究の大家であ

るディーナー（1984）は，主観的ウェルビー

イング（Subjective Well-being: SWB）の研

究と名付けた．大石（2009）は，主観的ウェ

ルビーイングの研究について「つまり，穏や

かな日々の生活を理想に掲げる人は，どれぐ

らい自分が穏やかな生活を送れているかで人

生の満足度の判断を下してもらえばよいし，

逆に変化に富んだエキサイティングな生活を

送りたいと思っている人には，どれくらい自

分がエキサイティングな生活を送っている

かで人生の満足度を判断してもらえばよい．

SWBのアプローチからすると判断基準自体

は個人差があってよいし，何でも構わない．

とにかく，自分自身の基準からしてどれくら

い自分の人生がうまくいっているかを判断し

てもらえば，それで貴重なデータとなりうる

のである．」と述べている．

この主観的ウェルビーイングを測定する国

際標準となる方法として，OECDの主観的

ウェルビーイング測定に関するガイドライン

では「生活評価」「感情」「エウダイモニア

（eudaimonia）」の3つの概念枠組みを示して

いる．その中で「生活評価」の枠組みに該

当する尺度である「キャントリル階梯」は広

く活用され，国連の世界幸福度調査（World 

Happiness Report），地球幸福度指数（Happy 

Planet Index）やギャラップ世論調査（Gallup 

World Poll）など世界的に採用されている．

具体的には，キャントリル階梯は以下の設問
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となる．この尺度を基にした，国連の世界幸

福度調査の世界ランキングの公表は日本のマ

スメディアでも取り上げられることが多い．

「階段を想像してください．それぞれの段

には一番下が0，一番上が10までの番号が振

られています．階段の一番上は，あなたにとっ

て考えられる最高の人生を表し，一番下は考

えられる最悪の人生を表しています．一番上

の段が10で一番下が0だとすると，あなたは

現在，ご自分がどの段に立っていると感じま

すか．」

しかしながら，主観的ウェルビーイングに

は文化差が確認されており，ランバート，石

川，ディーナーら（2020）は，このキャント

リル階梯は主観的ウェルビーイングを測定す

る有効な尺度であるが不完全であり，西洋の

価値観を反映した尺度であることに注意が必

要であると指摘し，東洋文化も含めた包括的

なウェルビーイング測定の尺度を提案するに

至っている．加えて，内田（2020）は，日米

の幸福感比較の研究レビューから，「北米で

は自己の能力の発現である「個人的な達成」

が幸福の主な要素であり，自分に誇りをも

ち，達成感を味わうことではじめて幸福が実

現されているのに対し，日本においては幸福

が関係性の結びつきの確認として定義されて

いる．」とし，北米では個人達成志向，日本

は関係志向と，主観的ウェルビーイングの文

化差を述べている．また，「生活評価」にお

ける主観的ウェルビーイング度が他の先進国

の平均よりも低いことに言及し，日本の課題

も認識した上で，測定方法・尺度・指標が北

米やヨーロッパなどの西洋から提案されたも

のであることへの注意が必要であると述べて

いる．同様に，大石（2009）は，日米を比較

したときに，自己の捉え方が，アメリカでは

独立的自己観，日本では協調的自己観であり，

「少なくとも中上流階級のアメリカ人では，

伝統的に自分が特別な存在だという認識から

自分の存在意義が生まれるのに対し，日本で

は周囲の人間と多くの面で似た嗜好を持ち，

周囲の人間とうまくやっていけることから自

分の存在感を認め，またそこから幸福感が生

まれるように思われる」とし，文化差におけ

る主観的ウェルビーイングの違いを説明して

いる．また，これらの文化差の存在は，学術

誌Nature（2010） が「Most people are not 

WEIRD」（WEIRDと は Western, educated, 

industrialized, rich and democratic の略）と

題し，心理学の実験対象が西欧先進国の出身

者に偏っていることにより，その結果を一般

化して世界の他地域に適用することへ警鐘を

鳴らしたこととも符合する．

さらに，内田（2020）は，ウェルビーイン

グ調査において，中身の検討が十分にされず

にランキングなどの「集計値の比較からの結

論の単純化」に注目があつまる現状を危惧し，

「幸福の「中身」の文化的違いは考慮されず

にランキングがつくられているため，「その

比較は本当に正しいのか」という問題提起を

行う必要がある．」と指摘している．

３．  ウェルビーイング研究における本稿の位

置づけ

ウェルビーイング研究における本稿の位置

づけとして，一つ目に，本稿は，主観的指標

を用いた主観的ウェルビーイングの測定を対
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象としたアプローチを行う．福井県内のウェ

ルビーイングや幸福に関する調査は，『全47

都道府県幸福度ランキング』で過去連続して

一位となってきた背景もあり，既存の客観的

指標による客観的ウェルビーイングの調査や

研究に注目が集まり重点が置かれてきてい

る．これまでに福井県内で主観的ウェルビー

イングを測定する調査を自治体対象に本格的

に実施した事例はなく，自治体の政策課題と

しての幸福実感や実感できる豊かさ等と称さ

れる住民一人ひとりの主観性に基づくウェル

ビーイングへのニーズが高まっていることか

ら，今般の研究では主観的ウェルビーイング

をメインのターゲットとする．

二つ目に，主観的ウェルビーイングの測定

において，日本的価値観も踏まえた新しい尺

度・指標を用いる．上記の先行研究からの問

題意識のとおり，現行の国際標準となるキャ

ントリル階梯等の生活評価の尺度・指標を用

いて数字が高ければ高いほどウェルビーイン

グであると評価することは，必ずしも日本が

有する価値観や幸福の志向性と合致している

とはいえない．ついては，ランバート，石川，

ディーナーら（2020）が提案する，他者との

良好な関係性も含まれる人生におけるバラン

スと調和の度合いを測定する尺度・指標を活

用する．本尺度・指標は国を単位とした国際

比較では活用がはじまっているが，日本国内

の特定自治体を対象とした調査としては初め

ての適用となる．

最後の三つ目に，日本の自治体をウェル

ビーイング研究の対象単位とし，主観的ウェ

ルビーイングを自治体政策に適用するための

実践的枠組みを提示する．ウェルビーイング

への政策的活用の関心度合いは日本全国で高

まる傾向にある．しかしながら，各自治体が

独自のウェルビーイング指標を作成するケー

スは増えてきているものの，当該指標を基に

した政策的展開により効果を発している事例

は乏しい．また，ややもすればウェルビーイ

ングという言葉だけが先行し，実態として主

観的ウェルビーイングをいかに政策に活用す

るか等の体系的な知見の蓄積が見られていな

いため，本稿において，実践的枠組みの提示

を試みる．

以上，先行研究からの問題意識をもとにし

た3つのポイントを踏まえ，本稿では，ウェ

ルビーイングという新しい概念を日本の自治

体政策へと適用する実践的枠組みを地方自治

法から抽出し，実践的枠組みに対応した主観

的ウェルビーイング調査モデルを新規に設定

する．加えて，永平寺町との共同研究により

当該調査モデルを用いた永平寺町民の主観的

ウェルビーイング測定を実際に行い，調査プ

ロセスと結果を通じて，ウェルビーイングの

自治体政策への適用可能性と課題を考察する．

Ⅱ．地方自治法からのウェルビーイング

の実践的枠組みの抽出　

１．ウェルビーイングとは“住民の福祉”

ウェルビーイングという新しい概念の研究

は増加傾向にあるが，ウェルビーイングの自

治体政策としての活用に関しては，注目があ

つまりはじめた発展途上にあり，各々の自治

体が各々の分析視角を基に独自に模索してい

る段階にある．全ての自治体に適用する一定

の枠組みを暫定的にでも設定することが，今

後のウェルビーイングに関する自治体政策の
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進化のために有益と考え，ウェルビーイング

を自治体政策として活用するための実践的枠

組みを，日本の地方自治の法的根拠となる地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）か

ら見出すこととする．

地方自治法は，地方自治体の組織及び運営

に関する法規の総体となるが，第一編 総則 

第一条の二において，「地方公共団体は，住

民の福祉の増進を図ることを基本として，地

域における行政を自主的かつ総合的に実施す

る役割を広く担うものとする」と記載されて

おり，“住民の福祉”の増進を図ることが，

地方自治体が行う業務の基本的な目的である

と解釈できる．

“福祉”という言葉は，広辞苑〔第7版〕

において「①幸福．公的扶助やサービスによ

る生活の安定，充足．②消極的には生命の危

急からの救い，積極的には生命の繁栄．」と

される．また，広井ら（2019）は，「幸福と

福祉」と題した論考にて，「福祉の意味が次

第に変わってきた．生存そのものを最小限に

補償する制度から，よりよく生き幸福追求が

できるような社会の実現を目指す，それが福

祉の目標になりつつある．こうした文脈で考

え直すとき，福祉の持つ意味は幸福であり，

幸福と福祉とは，同じものを目指しているの

ではないかと言うことができる．」と論じて

いる．ついては，福祉とは，人の幸福，公的

扶助やサービスによる生活の安定や充足であ

り，地方自治法に記載された“住民の福祉”を，

現代における住民のウェルビーイングである

と本稿においては捉えることとし，“住民の

福祉”の増進を図ることを基本とする政策を，

ウェルビーイング自治体政策であると定義す

ることとする．

なお，本稿において，政策とは，政策・施

策・事業の基本方針から具体的事業までを包

括する体系全体を指し示す用語して使用する

（神奈川県自治総合研究センター 2002）．

２．実践的枠組みとなる３層構造の抽出

ウェルビーイング自治体政策の実践的枠組

みを抽出するため，地方自治法における“住

民の福祉”の記載をe-Gov法令検索にて調べ

ると，図表1のとおり計4カ所に“住民の福

祉”の記載がある．一つ目は，上述したとお

り，第一編 総則 第一条の二において，「地

方公共団体は，住民の福祉の増進を図ること

を基本として，地域における行政を自主的か

つ総合的に実施する役割を広く担うものとす

る」と記載されている．この箇所からは，住

民のウェルビーイングは自治体の存在目的と

も捉えられるものであり，ウェルビーイング

の概念は自治体としてのビジョンを提示する

役割を果たすものと考えられる．また，住民

の福祉の増進を図るためには，政策科学の見

地に立ち現状の測定把握があってはじめて可

能となるため，ビジョンの提示とともに地域

住民のウェルビーイングの測定把握の必要性

を表している．

二つ目は，第一編 総則 第二条において「⑭

地方公共団体は，その事務を処理するに当つ

ては，住民の福祉の増進に努めるとともに，

最少の経費で最大の効果を挙げるようにしな

ければならない．」とあり，自治体の最少の

経費で住民の福祉の最大の効果を挙げるため

に，ウェルビーイングのアプローチは，政策

の優先度を判断し決定する役割を有すること

が分かる．
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最後の三つ目は，第二編 普通地方公共団

体 第十章 公の施設 第二百四十四条「普通地

方公共団体は，住民の福祉を増進する目的を

もつてその利用に供するための施設（これを

公の施設という．）を設けるものとする．」と

第三編 特別地方公共団体 第四章 財産区 第

二百九十六条の五「財産区は，その財産又は

公の施設の管理及び処分又は廃止について

は，その住民の福祉を増進するとともに，財

産区のある市町村又は特別区の一体性をそこ

なわないように努めなければならない．」と

2つの記載箇所があり，ウェルビーイングの

視点をもとに各種の政策実施を行うことが記

載されている．ウェルビーイングが各種政策

への視点付加の役割を果たすと考えられる．

なお，第二編 普通地方公共団体 第十二章 

大都市等に関する特例 第一節 大都市に関す

る特例（指定都市の権能）第二百五十二条の

十九において，福祉の単語を用いている行政

事務として，「児童福祉に関する事務」，「身

体障害者の福祉に関する事務」，「社会福祉事

業に関する事務」，「知的障害者の福祉に関す

る事務」，「母子家庭及び父子家庭並びに寡婦

の福祉に関する事務」，「老人福祉に関する事

務」，「精神保健及び精神障害者の福祉に関す

る事務」の7点ある．広井ら（2019）が，福

祉の意味が，生存そのものを最小限に補償す

る制度という意味合いからよりよく生き幸福

追求ができるような社会の実現へと変化して

きているという指摘をしているが，地方自治

法に記載されている福祉という用語を用いる

事務事業からは，前者の生存そのものを最小

限に補償する制度としての福祉という意味合

いが，現行の地方自治法においてはより強く

反映されているものと考えられる．

３．議会質問から見る「ウェルビーイング」

次に，①ビジョン提示と測定把握，②政策

の優先度決定，③政策への視点付加，の3層

e-Gov法令検索をもとに作成

図表1　地方自治法における「住民の福祉」の記載箇所及び内容と抽出されるウェルビーイングの実践的枠組み
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のウェルビーイング自治体政策の実践的枠組

みをもとに，日本の都道府県市町村議会にお

いて，ウェルビーイングという概念がどのよ

うな内容や文脈にて議会質問されているか，

地方議会議事録横断検索（https://chiholog.

net/chiholog）を用いて整理・分類をおこなっ

た．

まず，「ウェルビーイング」の単語により

議事録件数を調べたところ，76件の議事録

が検索された．その内33件は，ウェルビー

イングという単語を事業体や企画の名称とし

て使用しているものであり，ウェルビーイン

グに関する議会質問とは言えないため対象外

とし，そのほかの43件を分析対象とした．

ウェルビーイングの議会質問の議事録件数

の年推移は，1988年の熊谷市議会での議会

質問にはじまり，1990年代や2020年代は各

年に0～3件であったが，2010年代から増加

傾向にあり，2020年には10件を記録してい

る（図表2）．

議事録の議会質問の内容から，議事録を3

層毎に分類すると，図表3のとおり，「①ビ

ジョン提示と測定把握」は12件，「②政策の

優先度決定」は1件，「③政策への視点付加」

は30件となった．主な言及内容としては，「①

ビジョン提示と測定把握」では，ウェルビー

イングというビジョンの必要性やウェルビー

イングの測定について，「②政策の優先度決

定」では，ニュージーランド政府によるウェ

ルビーイングに基づいた予算決定の仕組みに

ついて，議会質問されている．また，「③政

策への視点付加」では，教育・子育て・こど

もの権利や貧困等の児童福祉（19件），高齢

者や障がい者支援・コミュニティ活動等の地

域包括ケア（6件），スマートシティや健康

事業等の産業振興（4件），職員のメンタル

ヘルスケア（1件）の幅広い政策分野におい

てウェルビーイングの視点から議論されてい

る．特に，教育・子育て・こどもの権利や貧

困等の児童福祉に関する議会質問が30件中

19件となり，「③政策への視点付加」におけ

議
事
録
件
数

地方議会議事録横断検索（https://chiholog.net/chiholog）をもとに作成

図表2　全都道府県市区町村議会における「ウェルビーイング」の議会質問の議事録件数の推移

49

研究論文



るメインテーマとなっていることが分かる．

今回の議会質問で確認することができた

ウェルビーイングに関する発言内容・文脈は，

本稿において設定した3層の実践的枠組みの

全ての層において確認ができ，且つ当該枠組

みの中におさまるものであった．一方で，「②

政策の優先度決定」に関しては，1件のみで

あり，且つ内容も日本の自治体における実践

ではなく，ニュージーランド政府の取り組み

を紹介・議論したものに留まっている．この

ことからも日本のウェルビーイング自治体政

策の現状の議論・注目は，「①ビジョン提示

と測定把握」と「③政策への視点付加」が中

心であり，ウェルビーイングの観点から政策

分野の優先度を決定する「②政策の優先度決

定」については議論も実践もまだ深まってい

ないことが分かる．

また，2009年の川口市議会では「福祉では，

ウェルフェアからウェルビーイングへの転換

が図られ，最低限の保障から個人の尊重，自

己実現へと質が問われるようになってきまし

た．」と，2015年の長久手市議会では「これ

からは，もう新しい時代は，ウェルビーイン

グだと，いわゆる幸せだと．幸せとは何ぞや

というところへ，もう世の中は大きく動いて

いるということを言われまして，（中略）今

までのウェルフェアの日本一じゃなくて，幸

せとは何ぞやと言って，それは今言ったよう

なことを考えて，一緒にやっていけたら」と

発言がなされ，“住民の福祉”の質の変化を

捉えてウェルビーイングへのアプローチの重

要性が述べられている．このことは，地方自

治法に記載された“住民の福祉”を一人ひと

りの住民のウェルビーイングであると捉え，

ウェルビーイングの自治体政策展開の今後の

可能性を考察する本稿の視座と軌を一にする

ものであった．

Ⅳ．主観的ウェルビーイング調査モデル

の新規設定

実践的枠組みの層毎に中核的質問を設ける

ことで，図表4のとおり主観的ウェルビーイ

ングの調査モデルを新規設定した．層毎のポ

イントを以下にて説明する．

地方議会議事録横断検索（https://chiholog.net/chiholog）をもとに作成

図表3　全都道府県市区町村議会のおける「ウェルビーイング」の議会質問の内容と傾向
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１．  ビジョン提示と測定把握（第一層）のポ

イント

自治体の進むべきビジョンを提示し，住民

の主観的ウェルビーイングを実際に測定する

方法として，ランバート，石川，ディーナー

ら（2020）が提案する，人生のバランスと調

和の度合いを測定する尺度・指標を活用する．

バランスと調和（balance and harmony）

の概念は，ロマス（2021）は，日本を含めた

東洋文化圏では歴史的に重要視されてきた

が，西洋文化圏ではあまり重要視されてこず，

ウェルビーイングの中核をなすコンセプトな

がらもその価値に十分な注目が当たってこな

かったと指摘．加えて，バランスとは，相互

関係する2つの現象の関係性の質を表し，調

和とは，複数のバランスをとる行為間の動的

な連携・調整であるとし，バランスと調和の

特徴・性格を「感情」「認知」「活動」「自他

関係」の4点の側面にて説明（図表5）．「自

他関係」においては，人（自分）と人（他人）

との社会的関係性の結びつきや連携の質を対

象としている．また，このバランスと調和を

測定するために，ケルら（2016）が人生の調

和についての研究で用いていた「the various 

aspects of my life are in balance」という文

言を採用し，具体的には” In general, how 

often do you feel the various aspects of my 

図表4　主観的ウェルビーイング調査モデル

ロマス（2021），ランバート，石川，ディーナーら（2020）をも
とに作成

図表5　バランスと調和の4つの側面
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life are in balance（Always, Often, Rarely, 

Never）”という設問により，バランスと調

和を感じる頻度を尋ねることで総合的な主観

的ウェルビーイングを測定することを提案し

ている．

東京オリンピック2020の基本コンセプトの

一つとして多様性と調和が掲げられ，また，

前野（2015）は『幸せの日本論』にて，日本

の理想的な社会モデルとは，全体が調和し共

生するものであると述べており，バランスと

調和のコンセプトは日本のウェルビーイング

自治体政策のビジョンを提示し得るものであ

り，加えて，バランスと調和の観点から一人

ひとりの身体的・精神的・社会的な状態を測

定把握できるものである．ついては，これま

での西洋中心の国際標準であったキャントリ

ル階梯等のハシゴ型にかわり，日本的価値観

も踏まえた振り子型とも言える主観的ウェ

ルビーイングの測定方法である” In general, 

how often do you feel the various aspects 

of my life are in balance?（Always, Often, 

Rarely, Never）”を“あなたは過去1週間を総

合して「生活が整っている」とどれぐらい感

じましたか?（とても感じた，まぁまぁ感じた，

少し感じた，感じなかった）”と生活者視点に

て筆者が日本語翻訳し使用することとした．

２．政策の優先度決定（第二層）のポイント

ウェルビーイングな状態を生み出す要因や

要素を特定するために世界各国でウェルビー

イングに関する指標の策定が進んでいるが，

現状において統一的な指標が定まっているわ

けではない．また，森田（2013）は，ウェルビー

イングを指標化するアプローチが確立されて

いないことから，指標選定に恣意性は免れな

いことを指摘し，日本の自治体のウェルビー

イングに関する指標の作成事例は行政自身が

指標選定を行っていることから，画一的なも

のとなり住民の価値観を十分に反映できてい

ない可能性がある，と述べている．そのため，

その解決策としては，住民自治の原則に基づ

き地域のステークホルダーが協働により指標

作成を行うことができれば，恣意性や画一化

を回避できる可能性がある，としている．

そこで，今般の調査において，上述の「未

来の幸せアクションリサーチ」にて，県民の

声から参加型で策定した福井人の幸せの9分

類を用いることとする．9分類とは，「健康」

「仕事」「学び」「食と農」「まちづくり」「自

然」「文化・芸術」「家族・友人との関係」「時

間の使い方」となり，福井の暮らしの中で実

感することができる幸せなときやことを福井

新聞を通じて広く県民から募集し，約400人

からの約1000項目の回答をもとに分類・作

成されたものである．福井県民の実感から作

成された分野項目であるため，行政選定によ

る恣意性と価値観の画一化を一定程度回避で

きるものと考える．ランバート，石川，ディーナーら（2020）の提案内容をもとに作成

図表6　主観的ウェルビーイング測定方法の新しい提案
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具体的な設問としては，“あなたは以下の

９つの項目について，日々の永平寺町での生

活においてどの程度満足していますか？（満

足している，どちからといえば満足，どちら

ともいえない，どちらといえば不満，不満で

ある）”とし，上記9つの分野項目毎の主観

的満足度を尋ねる形とした．

３．政策への視点付与（第三層）のポイント

第三層においては，「健康」「仕事」「学び」

等の政策分野とは異なり，政策分野を分野横

断する地域のウェルビーイングに関する政策

視点として，永平寺町との議論のもと，「シ

ビックプライド」「まちへの希望感」「世代間

交流」「協調性」「寛容性」「創造性」の6つ

を設定した．

具体的には，6つの視点項目を永平寺町で

の生活において実感できているかどうかを町

民に尋ねた．

なお，政策分野同様に政策視点に関しても

地域のウェルビーイングを見る上での統一的

な視点は確立されていないため，永平寺町役

場との議論を通じて設定することとした．そ

のため，森田（2013）が指摘する，選定にお

ける恣意性や画一化の可能性は本層において

含まれている．

Ⅳ．永平寺町におけるウェルビーイング

調査の結果

１．調査概要

（1）調査対象

福井県永平寺町在住の15歳以上の住民

（2）調査期間

2021年4月2日（金）～5月7日（金）の35

日間

（3）調査方法

グーグルフォームによるウェブ調査にて実

施．調査周知のため，協力依頼チラシを二度

にわたって全戸配布実施．

（4）回答状況

回答数 1198人（回答率 7.54%，2021年5月

1日の永平寺町の15歳以上人口 15,884人の

場合），有効回答数 1185人（回答率 7.46%）．

なお，回答不備・重複回答などの場合，無回

答として処理した．

（5）回答者属性

２．調査結果

（1）  ビジョン提示と測定把握（第一層）の

結果

バランスと調和（生活が整っている）を感

じる頻度を，住民一人ひとりの主観的ウェ

ルビーイングを測定把握するための総合的

図表7　回答者の性別割合

図表8　回答者の年代割合
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な指標・尺度として使用し，「とても感じた

（6.7％）」「まぁまぁ感じた（55.3％）」「少し

感じた（26.2％）」「感じなかった（11.8％）」

の結果となった．特に，ウェルビーイングな

状態ではないと判断することができるバラン

スと調和を「感じなかった」と回答した住民

の割合が11.8％となったことは重要な結果で

あり，住民のウェルビーイングに関して政策

支援ニーズが存在することを示唆するもので

あった．

（2）  政策の優先度決定（第二層）の結果

政策分野の9分野にて永平寺町における現

状の満足度を5段階で測定．「満足している」

または「どちらかといえば満足」と回答した

割合は，「自然（74.1%）」，「家族・友人との

関係（70.8%）」，「健康（70.2%）」の順に高く，

永平寺町におけるウェルビーイングの基盤と

なる強みと捉えることができる．一方で，「文

化・芸術（39.3%）」，「学び（45.0%）」，「ま

ちづくり（45.1%）」の満足度は上位分野と

比較して顕著に低く，永平寺町におけるウェ

ルビーイングに関する弱みと捉えることが

できる．

特に，「文化・芸術」は，永平寺町が永平

寺等の豊富な地域資源が存在する中で，実感

として満足感を得られていないという結果で

あり，弱みであると同時に，政策分野として

の伸びしろであると捉えることができる．

（3）  政策への視点付与（第三層）の結果

政策視点となる6つの視点の生活実感を測

定したところ，「感じる」と回答した割合は，

「シビックプライド（51.1%）」が最も高く，

永平寺町の強みと考えられる．一方で，「寛

容性（14.0%）」と「創造性（16.7%）」に関す

る実感値は低く，分野横断的な町の弱み・課

題として特定された．

Ⅴ．考察―可能性と課題―

ウェルビーイングの概念の自治体政策とし

ての展開に向けて，地方自治法の”住民の

福祉”の記載から，3層のウェルビーイング

の実践的枠組み（①ビジョン提示と測定把

握，②政策の優先度決定，③政策への視点付

加）を抽出し，実践的枠組みに対応した主観

的ウェルビーイングの調査モデル系を新規設

定し，永平寺町にてウェルビーイング調査を

実施することができた．加えて，調査プロセ

ス及び結果分析を通じて，ウェルビーイング

の政策支援ニーズを確認し，政策分野として

文化・芸術分野，横断的視点として寛容性や

創造性の重要性を調査結果から導くことがで

きた．永平寺町では，この結果を基にコロナ

禍及び新型コロナウィルス感染症収束後も念

頭においた政策の具体的検討を進めており，

ウェルビーイングの概念の自治体政策適用へ

の可能性が実践的に示された．

図表9　バランスと調和を感じる頻度に関する回答結果
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本稿にて提示したウェルビーイングの3層

の実践的枠組みと中核的質問を据えた主観的

ウェルビーイングの調査モデル系は，ウェル

ビーイングの概念を自治体政策へと適用し，

実際に住民のウェルビーイングを測定把握す

る一つのアプローチ・方法として，永平寺町

ばかりでなく他自治体にもオーダーメイドに

より適応可能であり，ウェルビーイング自治

体政策の知見の蓄積と進化に貢献し得る可能

性があるものと考える．

一層目のビジョン提示と測定把握について

は，一人ひとりの身体的・精神的・社会的に

良好な状態を目指すという自治体のビジョン

を住民と共有し，また継続的測定により住民

の置かれている状況を主観的ウェルビーイン

グから把握することが可能である．また，他

国では一人あたりGDPが上昇していても国

民の主観的ウェルビーイングが下がった後に

社会混乱が生じるケースが報告されており

（経済協力開発機構OECD 2015），自治体と

して継続的に主観的ウェルビーイングを経年

把握していくことが重要である．

二層目の政策の優先度決定については，

ウェルビーイングの観点からみた当該自治体

の強みとなる分野と弱みである分野を明確に

することができ，弱みを伸びしろとして捉え

当該分野を重点化していくことで住民のウェ

ルビーイングの増進につながる可能性があ

図表10　政策分野毎の満足度に関する回答結果
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る．また，三層目の政策への視点付加につい

ては，各自治体が様々な自治体政策を実施す

る上で横断的な考慮点を住民の実感から見出

すことができ，これを各種自治体政策に反映

させることで住民のウェルビーイングの増進

につながる可能性がある．

一方で，本稿において分析検討できなかっ

た課題として，総合的な主観的ウェルビーイ

ングを表す一層目の人生のバランスと調和の

度合いが，二層目の政策分野毎の満足度と三

層目の政策視点毎の生活実感とどのような相

関関係があるのか，更なる調査分析が必要で

ある．一層目，二層目，三層目の相関関係の

確認を通じて，二層目の政策分野や三層目の

政策視点の項目の妥当性を吟味検討していく

こともウェルビーイング自治体政策の成果や

インパクトを裏付ける上で重要である．

また，例えば，人口減少の課題対応に向け

20-30代の若年女性をターゲットとし属性毎の

詳細分析やパネル分析をするなど，各自治体

の最優先課題に応じた属性を対象とし，より

詳細な調査分析を実施することも望まれる．

加えて，本稿に示した実践的枠組みと調査

モデル系を通じて得られる調査結果は，抽象

度が高いものとなるため，自治体が調査結果

を如何に政策に活用していくかが課題であ

り，客観指標に基づき自治体が設定したKPI

と組み合わせて活用する方法や，住民自身が

図表11　政策視点毎の生活実感に関する回答結果
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結果に関して当事者意識をもち日常において

ウェルビーイングを実感できるアクションに

繋げていけるような自治体としての伴走方法

の検討も今後の課題として挙げられる．

最後に，ウェルビーイングの視点に立つ時，

一度の調査だけではなく中長期的視点を持っ

てウェルビーイング調査を継続していくこと

が重要であり，経年変化を捉えて，調査結果

を政策科学として政策反映していくことが，

ランキングの議論を越えて必要であることを

記し，本稿を締めくくりたい．
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注）

１　本稿は，永平寺町と福井県立大学地域経

済研究所による共同研究「新型コロナウイ

ルス感染症に関する永平寺町生活実感調

査」の調査プロセス及び分析結果を基にし

ている．共同研究メンバーである永平寺町

役場及び地域経済研究所杉山友城准教授に

御礼申し上げます．

２　本稿は，Global Wellbeing Initiativeの研

究コミュニティメンバーとのディスカッ

ションを通じて得られた知見や方法を豊富

に活用している．公益財団法人 Well-being 

for Planet Earthの代表理事である石川善

樹氏をはじめとする研究コミュニティメン

バーに御礼申し上げます．

３　福井新聞及び京都大学と日立製作所の共

同研究部門である日立未来課題探索共同研

究部門による協働プロジェクト「未来の幸

せアクションリサーチ」において，筆者は

プロジェクトのクリエイティブ・ディレク

ターを務めている．

４　ウェルビーイングの公共政策への展開の

着想は，筆者が2014-2017年に国際協力／

国づくりの仕事で滞在したブータン王国の
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GNH（Gross National Happiness）政策に

よるものが多い．なお，ブータンにおける

GNH政策は，表記こそHappinessのHとな

るが，ポジティブ感情であるHappinessば

かりでなく，人々の幸福や健康や福祉など

に関わる包括的な内容であり，ウェルビー

イング政策として整理されるものである．
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